
（詳しくは８ページをご覧ください。）

　  令和６年度（令和５年分）以降の上場株式等の配当等や譲渡所得については，税制改正により，所得

税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択

することはできません。



（⑬〜㉗）

5

（①〜⑫）

３４年

３４年

講演料，原稿料などの副業による収入

※ア・イなどの事業収入や，キ・ケなどに該当しない収入

生命保険年金や郵便年金などの公的年金以外の個人年金の収入や，暗号資産（仮想通貨など）取引による収入

土地建物等以外の資産（ゴルフ会員権，金地金，車輌，機械器具など）の譲渡による収入

表面

裏面

２４,０００

３０１,２９０

１０５,０００

１２５,３００

１７５,９９０

１６,０００

１００，０００

３３

１５

５８

４５

次 郎

３４

７８

１１５，０００

２７

４３

５００ ０００

２ ０２０ ５６０

２ ０２０ ５６０

２ ０７６ ０６０

太郎３２

５ ５

５６

＊所得のなかった場合の申告書の書き方
①表面の上段の住所，氏名欄に，住所，氏名，生年月日，世帯
主，職業，電話番号等を記入してください。

②「２　所得金額」の欄の「合計⑫」の欄に０を記入したあ
と，裏面の「１６　令和５年中に所得のなかった方の記入
欄」中，該当する所に記入してください。

③寡婦控除，障害者控除，配偶者控除，扶養控除等を申告する
時は，手引きの２ページを参考に記入してください。



（⑬〜㉗）

5

（①〜⑫）

３４年

３４年

講演料，原稿料などの副業による収入

※ア・イなどの事業収入や，キ・ケなどに該当しない収入

生命保険年金や郵便年金などの公的年金以外の個人年金の収入や，暗号資産（仮想通貨など）取引による収入

土地建物等以外の資産（ゴルフ会員権，金地金，車輌，機械器具など）の譲渡による収入

表面

裏面

２４,０００

３０１,２９０

１０５,０００

１２５,３００

１７５,９９０

１６,０００

１００，０００

３３

１５

５８

４５

次 郎

３４

７８

１１５，０００

２７

４３

５００ ０００

２ ０２０ ５６０

0

２ ０２０ ５６０

２ ０７６ ０６０

太郎３２

５ ５

５６

＊所得のなかった場合の申告書の書き方
①表面の上段の住所，氏名欄に，住所，氏名，生年月日，世帯
主，職業，電話番号等を記入してください。

②「２　所得金額」の欄の「合計⑫」の欄に０を記入したあ
と，裏面の「１６　令和５年中に所得のなかった方の記入
欄」中，該当する所に記入してください。

③寡婦控除，障害者控除，配偶者控除，扶養控除等を申告する
時は，手引きの２ページを参考に記入してください。



（⑬〜㉗）

5

（①〜⑫）

３４年

３４年

講演料，原稿料などの副業による収入

※ア・イなどの事業収入や，キ・ケなどに該当しない収入

生命保険年金や郵便年金などの公的年金以外の個人年金の収入や，暗号資産（仮想通貨など）取引による収入

土地建物等以外の資産（ゴルフ会員権，金地金，車輌，機械器具など）の譲渡による収入

表面

裏面

２４,０００

３０１,２９０

１０５,０００

１２５,３００

１７５,９９０

１６,０００

１００，０００

３３

１５

５８

４５

次 郎

３４

７８

１１５，０００

２７

４３

５００ ０００

２ ０２０ ５６０

２ ０２０ ５６０

２ ０７６ ０６０

太郎３２

５ ５

５６

＊所得のなかった場合の申告書の書き方
①表面の上段の住所，氏名欄に，住所，氏名，生年月日，世帯
主，職業，電話番号等を記入してください。
②「２　所得金額」の欄の「合計⑫」の欄に０を記入したあ
と，裏面の「１６　令和５年中に所得のなかった方の記入
欄」中，該当する所に記入してください。
③寡婦控除，障害者控除，配偶者控除，扶養控除等を申告する
時は，手引きの２ページを参考に記入してください。



（⑬〜㉗）

5

（①〜⑫）

３４年

３４年

講演料，原稿料などの副業による収入

※ア・イなどの事業収入や，キ・ケなどに該当しない収入

生命保険年金や郵便年金などの公的年金以外の個人年金の収入や，暗号資産（仮想通貨など）取引による収入

土地建物等以外の資産（ゴルフ会員権，金地金，車輌，機械器具など）の譲渡による収入

表面

裏面

２４,０００

３０１,２９０

１０５,０００

１２５,３００

１７５,９９０

１６,０００

１００，０００

３３

１５

５８

４５

次 郎

３４

７８

１１５，０００

２７

４３

５００ ０００

２ ０２０ ５６０

２ ０２０ ５６０

２ ０７６ ０６０

太郎３２

５ ５

５６

＊所得のなかった場合の申告書の書き方
①表面の上段の住所，氏名欄に，住所，氏名，生年月日，世帯
主，職業，電話番号等を記入してください。
②「２　所得金額」の欄の「合計⑫」の欄に０を記入したあ
と，裏面の「１６　令和５年中に所得のなかった方の記入
欄」中，該当する所に記入してください。
③寡婦控除，障害者控除，配偶者控除，扶養控除等を申告する
時は，手引きの２ページを参考に記入してください。
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６



５

５

介護医療保険料控除額



申告会場は例年大変混雑するため，長時間お待ちいただくことがあります。市民税・県民税の申告書はオンラインでの
提出にご協力ください。

 

 

②「宇都宮市電子申請共通システム」へのリンクをクリックし，右上「新規登録」から，個人として利用者登録する。

③申請できる手続き一覧，個人向け手続きから，個人市民税県民税の申告を選択。

④保存した申告書のPDFデータと，申告者のマイナンバーカードや運転免許証等，身元を確認できるものを
画像データで添付し，オンライン提出する。
※作成した申告書を印刷して郵送での提出も可能です。

【提出方法】 

①市ホームページのページID検索で，「1025932」と入力し，「個人市民税・県民税の作成と税額の
試算ができます」にアクセスする。「申告書作成システム」で申告書を作成し，PDF形式で保存する。

市民税・県民税の申告書は，市ホームページからオンラインで提出することができます！


